
目標値（R5） Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

目標値R5 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

【メンタルヘルスチェックこころの体温計】
目標値R5 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

資料３

新型コロナウイルス感染拡大により養成講座の一部を中
止したが、感染状況も緩やかになった令和3年11月20日
に初級編を1回実施した。今後も目標達成に向けて引き
続き継続した取組が必要である。

【受講者理解度】

令和3年度は、目標値を達成していることから、引き続き
継続した取組が必要である。

○ゲートキーパー養成講座（初級編、フォローアップ編）を
継続して実施し、地域において、身近な人の心のSOSに気
付き、寄り添い、専門家につなぎながら見守りをする人材を
育成した。

〇受講者が理解しやすい内容となるよう、テーマや内容等
の検討を行った。

令和3年度より、これまでの周知方法に加えて、相談時
間の延長の実施に合わせて、スーパー等のチラシを配
置し、様々な世代への周知を行ったが、R2年度に比べ
て、アクセス数は減少したことから、新たな取組が必要で
ある。

〇これまでの周知方法に加え、動画を用いた周知を行っ
た。動画は青森市の広報番組「Aomo LIVE」で放送するとと
もに青森市公式YouTubeチャンネルで配信した。

〇専用電話の設置に合わせて、庁内外関係機関に加え、
広く多くの市民に周知するためにしないスーパーにチラシや
ポスターの配置を依頼し周知啓発の強化に取り組んだ。

【こころの相談窓口等の啓発回数】
令和3年度は、目標値を達成していることから、引き続き
継続した取組が必要である。

評価

【地域包括ケアのネットワーク】
新型コロナウィルス感染症の影響により、地域ケア会議
の参加人数を制限せざるを得なかったにもかかわらず、
1,655人の地域の関係者等が地域包括ケアのネットワー
クに加わり、地域包括支援センター等と地域との連携、
協働の体制づくりが着実に進んでいる。

【ゲートキーパーの養成講座】

○ ○

こころの相談窓口等の啓発回数
（パネル展示、広報あおもり、テレ
ビ、ラジオ等を活用した相談窓口
等の周知）

20回/年 29回/年 43回/年 20回以上/年
◎ ◎

2,649件/月

55回/年

基本施策３

住民への啓発
と周知

地域生活の中では、さまざまな不安や悩み、困りごとなどの問
題が人との関係の中で複雑化、深刻化し、自殺に追い込まれ
るという危機は誰にでも起こり得る可能性がある。危機に陥り
そうになときは、誰かに援助を求めることや相談窓口があるこ
となどが地域全体へ広がるよう、関係機関と連携して普及啓
発を行う。

【事業・取組】
・広報媒体の活用
・リーフレットの配布
・自殺予防週間におけるパネル展示
・メンタルヘルスチェック「こころの体温計」
・壮年期健康教育事業

計画の指標 現状値H30 R１ R２

メンタルヘルスチェックこころの体
温計アクセス数

4,300件/月 2,822件/月 3,011件/月

R１ R２

計画の基本
方向

主な取組 実績・計画指標

基本施策１

地域における
ネットワークの
強化

家庭や学校、職場、地域の生活の中で生じるさまざまな問題
が深刻化し、追い込まれていくことがないよう、保健、医療、福
祉、教育、労働などのさまざまな領域のネットワークを強化し、
課題解決に向けた支援を行う。

【事業・取組】
・精神保健福祉士による相談支援
・保健所と精神科病院のネットワーク強化
・地域包括支援センター
・青森市親子はぐくみプラザ
・子ども・若者支援地域協議会を通した支援
・要保護児童対策地域協議会運営事業

保健所と精神科病院とのネット
ワーク強化のための研修会の開
催回数

青森市自殺対策行動計画の進捗状況

○ △

計画の指標

◎

現状値（H30）

現状値H30 R１ R２

2回/年 3回/年 - 2回/年

基本施策２

自殺対策を支
える人の人材
育成

市民の誰もが心の健康に関心を持ち、心身の不調に早期に
気付き、支え、見守ることができる人材を育成するとともに、積
極的に心身の健康づくりを伝える人材を養成する等、幅広く
自殺対策や心の健康を支える人材を育成する。

【事業・取組】
・ゲートキーパーの養成
・あおおり健康づくりサポーター育成研修
・青森健康づくりリーダー育成ゼミ
・職域健康づくりリーダー育成ゼミ
・認知症サポーター養成（認知症高齢者対策事業）
・教職員研修事業（中核市）

計画の指標

ゲートキーパー養成講座（初級
編、フォローアップ編）の開催回数

ゲートキーパー養成講座の受講
者アンケートで「理解できた」と回
答した割合

- 100% -

4,300件以上/月

90%以上

R4の取組

○精神科病院とのネットワーク強化を図るため、より活発な
意見交換や課題の共有を行いそれぞれの機関のスキルアッ
プ向上を目指して開催している。また、対面での開催が困難
な場合は、リモートで開催するなど、コロナ禍においてもリ
モート等を活用し、継続して実施できる体制を整えた。

〇令和3年度から実施している、理学療法士、作業療法士、
栄養士等も参加する自立支援型の地域ケア個別会議の開
催圏域を増やし、引き続き、地域包括支援センター等による
地域ケア会議の開催を通じて、多職種協働による地域包括
ケアの取組を進めた。

基
本
施
策

基
本
施
策

基
本
施
策

【保健所と精神科病院との連絡会】

新型コロナウイルス感染拡大により、対面での研修会が
開催できず、すべてリモートでの実施となった。また、精
神科病院とネットワーク強化を図るため、より活発な意見
交換や課題の共有を行い、それぞれの機関のスキル
アップの向上を目指して研修会から連絡会に形式を変
えて実施した。

6回/年 6回/年 3回/年 6回/年

地域包括ケアのネットワークに加
わった関係者数（地域ケア会議を
通じて地域包括ケアのネットワーク
に加わった関係者の延べ人数）

2,071人
（H29）

2,165人 1,607人 2,867人

達成度

Ｒ3

6回/年

1,655人

Ｒ3

1回/年

96%

Ｒ３

◎ -

◎ -

◎

△

△

◎

○

◎

△

達成度＝実績値／目標値×100で算出
◎順調・・・80%以上、 ○おおむね順調・・・79%～60%、 △やや遅れている・・・59%～50%、 ×遅れている・・・49%以下
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評価
計画の基本

方向
主な取組 実績・計画指標 R4の取組達成度

◎順調・・・80%以上、 ○おおむね順調・・・79%～60%、 △やや遅れている・・・59%～50%、 ×遅れている・・・49%以下

目標値R5 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

目標値R5 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

目標値R5 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

こころの縁側づくり事業において、
「つどいの場」を週1回以上開催し
ている地区社会福祉協議会数

6地区 15地区 14地区 38地区

× ×

【こころの縁側づくり】

1地区

Ｒ３
重点施策１

高齢者に対す
る取組

高齢者世代の自殺者数が多く、高齢者の閉じこもりやうつ状
態を予防することが介護予防の観点からも必要。地域の中で
生きがいや役割を持って生活できる地域づくりや健康づくりの
推進に取組む。

【高齢者の生きがいづくり、健康づくり】
・こころの縁側づくり
・介護予防普及啓発事業［再掲］

【認知症対策や介護問題への支援】
・ほのぼのコミュニティ21推進事業
・総合相談事業（地域包括支援センター）［再掲］
・権利擁護事業（地域包括支援センター）
・地域ケア会議推進事業
・高齢者安心確保事業
・高齢者等見守り体制確保事業
・認知症総合支援事業
・高齢者世帯等冬期間除雪サービス事業
・外出支援サービス事業

計画の指標 現状値H30 R１

◎

基本施策５

児童生徒への
SOSの出し方
指導

心に不安を抱いたり、困難やストレスに直面した児童生徒が、
信頼できる大人に助けの声をあげたときに、大人が児童生徒
にSOSをキャッチできるよう、さまざまな施策を推進し、将来的
な自殺リスクの低減を図る。

【SOSの出し方に関する教育の実施】
・児童生徒へのSOS出し方指導

【児童生徒からのSOSに対応した取組】
・いじめ、不登校、暴力行為等の予防・解消
・子どもを有害情報や非行から守る取組の充実

計画の指標 現状値H30 R１ R２

児童生徒へのSOSの出し方に関
する教育の実施

全小中学校1回
以上/年

全小中学校1回
以上/年

全小中学校1回
以上/年

全小中学校1回
以上/年 ◎ ◎

◎

53,000人以上/年 ×

Ｒ３

7,672人/年

100%

基本施策４

生きることの促
進要因への支
援

居場所づくりや生きがいづくり、自己肯定感を持てる場所や
顔の見える関係づくり等の機会を増やすとともに、自殺未遂
者等への支援や、生活上の困りごと、心配ごと、負担感、不安
等を減らす相談支援や見守りなどの取組などを行うことによ
り、自殺リスクの低減を図る。

【生きることの促進要因が増える取組】
・あおもり健康づくりリーダー育成ゼミ［再掲］
・健康度測定総合指導事業（元気プラザ、西武市民センター）
・つどいの広場運営事業地域子育て支援センター
・子どもの居場所づくり・学習応援事業
・こころの縁側づくり
・介護予防普及啓発事業
・総合相談事業（地域包括支援センター）
・生涯学習情報提供事業

【自殺未遂者等への支援】
・精神保健福祉士による相談支援と見守り
・成人訪問指導事業

計画の指標

健康度測定総合指導事業におけ
る述べ利用者数

◎

自殺未遂者や自殺の不安を抱え
た方への相談対応

100% 100% 100% 100%

52,440人/年 48,715人/年

現状値H30 R１

14,568人/年

R２
〇新型コロナウイルス感染症の基本的な感染症対策を実施
しながら、利用者がトレーニングルームを快適に利用できる
よう、老朽化しているトレーニングマシンの更新を図るなど、
さらなる利用環境の改善に努めた。

○児童生徒が相談しやすい環境を整備するとともに、悩み
を抱えたときに助けを求めること等の指導については、校長
講話や学級指導、相談窓口連絡先一覧の配布時などに全
ての児童生徒を対象に実施し、「ＳＯＳの出し方に関する教
育」を充実させるよう、努めた。

○これまでの取組を継続するとともに、より多くの方が相談で
きるよう、過去3年間の自殺者の分析を行い、自殺者の多い
10月に「こころの相談窓口」の電話相談の受付時間を延長
し、自殺リスクの低減を図った。

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年度に
おける実施可能期間が短かったため、週1回（年間48
回）以上開催した地区社会福祉協議会数は前年度と比
較して減少した。しかしながら、各地区社会福祉協議会
で開催するつどいの場に加え、令和３年度から新たに、
生活の中で気軽に立ち寄れる場所（イトーヨーカドー青
森店、ラ・セラ東バイパス店、アウガ）でつどいの場を開
催したことにより、高齢者の生きがいづくりと介護予防に
つながっている。

〇高齢者が身近な場所で気軽に生きがいづくりや介護予防
に取り組んでいただけるよう、各地区社会福祉協議会や市
民団体等が開催するつどいの場の支援を行った。

基
本
施
策

基
本
施
策

重
点
施
策

【健康度測定総合指導事業】

【児童生徒へのSOS出し方教育】

全ての子供たちを対象とした「ＳＯＳの出し方に関する教
育」

　これまでの電話相談やメール相談に加え、児童生徒
が自宅からでも相談やSOSを発信できる１人１台端末を
活用した教育相談や、相談者を選んで相談できる健康
相談を開始し、不安や悩みの早期対応に努めている。
　また、各小・中学校においては、児童生徒が悩みを抱
えたときに助けを求めること等の指導は、校長講話や学
級指導、相談窓口連絡先一覧の配布時などに、全ての
児童生徒を対象に毎年度実施している。

【自殺未遂者への相談対応】

健康度測定総合指導事業の利用者数は、新型コロナウ
イルスの影響による施設の休館や利用人数の制限等に
より減少している。

※健康度測定総合指導事業は、
・元気プラザ
　R3.4.24～12.5、R4.1.20～3.1　中止
・西部市民センター
　R3.9.1～9.30、R4.1.20～2.28　中止

こころの不安や悩みに関する相談支援として「こころの
相談窓口」を設置し精神保健福祉士が相談に応じてい
る。医療機関と連携し、自殺未遂者や自殺の不安を抱
えた方について、必要な方全員に訪問等による見守りを
行っている。

R２

×

◎

◎

×

Ｒ３

全小中学校1回
以上/年
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評価
計画の基本

方向
主な取組 実績・計画指標 R4の取組達成度

◎順調・・・80%以上、 ○おおむね順調・・・79%～60%、 △やや遅れている・・・59%～50%、 ×遅れている・・・49%以下

目標値R5 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

目標値R5 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

目標値R5 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

重点施策４

健康問題を抱
える人への支
援

健康問題による自殺者の割合が高い状況にある。心身の健
康不安を抱える人への早期の支援に取組む。

【生活習慣病等に関する支援】
・壮年期健康相談事業
・成人訪問指導事業［再掲］
・訪問保健指導事業
・特定保健指導事業［再掲］
・難病患者地域支援対策推進事業

【母子の健康への支援】
・保健師による家庭訪問及び電話相談
・こんにちは赤ちゃん訪問（妊産婦・申請時訪問指導事業、未
熟児訪問指導事業）
・思春期健康教室事業

◎ ○

◎ ◎

計画の指標 現状値H30 R１ R２

産婦の訪問指導実施率（保健師
等による産婦への訪問指導を実
施した割合）

88.9% 90.5% 91.2%

特定保健指導の実施率 41.0% 49.1% 46.0%

100%

60.0%

90.0%

◎ ◎

重点施策３

子ども・若者に
対する取組

子ども・若年層に向けて相談窓口の情報「発信をすることや、
小さい時期から「相談できる」「相談していい」という、困ったと
きの援助を求める行動がとれるように子どもたちと関わり、働き
かけていくことが重要である。
悩みを抱えた子ども・若年層が相談できるよう、教育機関や家
庭・地域がゲートキーパーの役割を担えるような仕組みづくり
とあわせ、保護者に対する相談支援の推進に取組む。

【子ども・若者への支援】
・子どもの居場所づくり・学習応援事業［再掲］
・青森市子どもの権利相談センター

【教育委員会の取組】
・教育相談適応指導事業
・青森市いじめ防止対策総合推進事業
・学校教育に対する電話相談等対策事業

計画の指標 現状値H30 R１ R２

いじめ防止対策への評価
（市内公立小・中学校の保護者に
対するアンケートのいじめ防止対
策の項目について。「対応してい
る」「概ね対応している」と回答した
割合）

88.4% 90.0% 91.0%

生活困窮者の就労・増収率
（自立相談支援窓口を利用し、就
労支援対象となったかたのうち就
労またば増収したかたの割合）

72.7% 80.0% 78.6% 100%

○ ○

◎ ◎
36.4%

90.9%

重点施策２

働く世代に対す
る取組

勤労世代では、離職・長期間失業など就労や経済の問題を
抱えている場合や、傷病や障がい、ハラスメントなどの人間関
係の問題等を抱えている場合もある。働く世代のリスクに対
し、家庭、地域、職場の領域から、多職種、他分野の連携に
より支援できるように取組む。

【労働者・経営者への支援】
・あおもり健康づくり実践企業認定制度
・地域・職域連携の取組
・特定健康診査事業
・特定保健指導事業
・糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づく取組
・ファミリーサポートセンター事業
・ひとり親家庭等就業自立支援事業
・生活困窮者自立支援事業

計画の指標 現状値H30 R１ R２

特定健康診査の受診率 43.0% 40.3% 36.6% 60.0%

【特定健康診査受診率】

電話勧奨、未受診者へのはがきの送付、国保加入窓口
や市民センター等にチラシの設置、町内会回覧等を実
施した。また、新たに市内スーパーにポスター配布を
行ったが、新型コロナウイルス感染症による受診控えの
影響のため、令和3年度の実績は、コロナ禍前の令和元
年度と比較し減少した。目標達成に向けてこれまでの取
組のほか、新たな取組が必要である。

○電話、はがき、チラシ、町内会回覧等の受診勧奨を継続
し、受診率向上のため受診勧奨の拡大に取り組んだ。

【生活困窮者の就労】
〇生活困窮者への自立支援については、関係機関と連携
しながら、生活困窮となった早期段階から生活支援や就労
支援を実施し、自立の促進に取り組んだ。令和３年度は、有効求人倍率が１．０倍を下回る状況と

なったことから、目標値（１００％）は達成できなかった
が、就労支援対象者4４名に対し、40名が就労・増収（就
労・増収率：９０．９％）し、一定の成果が出ている。

【いじめ防止対策への評価】

 　教育委員会事務局指導課では、電話相談、メール相
談に加え、令和３年度からは１人１台端末を活用した教
育相談も実施し、相談体制を強化した。
 　全ての小・中学校では、いじめ防止対策のため、定期
的なアンケート調査を実施した。また、児童生徒や保護
者に対する相談窓口等の情報の周知を徹底した。さら
には、児童生徒を有害情報や非行から守る取組を充実
するため、ネットパトロールを実施するとともに、学校及
び家庭における情報モラルに関する指導の支援やイン
ターネットのフィルタリングについて、各学校を通じ普
及・啓発を行った。

○児童生徒の些細な変化を、教職員が情報共有できる体制
を整えるなど、複数の教職員の目で観察して捉え、いじめを
積極的に認知するよう引き続き指導、助言していくとともに、
いじめ防止推進教師を中心とした取組を充実させるため、
研修講座を通していじめ防止推進教師のスキルアップを
図った。さらに、学校が毎月実施している「いじめアンケート」
の項目や実施時期について、見直しを指示し、より児童生
徒が学校に相談しやすい「いじめアンケート」にして、児童生
徒の不安や悩みの解消に向け、早期発見、早期対応に努
めた。

【特定保健指導実施率】

令和3年度は新型コロナウイルス感染拡大により、前年
度より減少した。
各市民センター等の地域会場の集団健診においても健
診当日の初回面接の分割実施を行っているが、新型コ
ロナウイルス感染拡大による集団健診の人数制限によ
り、健診当日の保健指導実施者が減少した。また、個別
健診受診者への事後訪問指導では、新型コロナウイル
ス感染防止のため、訪問を断られることもあり、実施率が
低下した。

〇青森県総合健診センター会場、各地域の市民センター等
会場の集団健診受診当日の初回面接での分割実施を継続
して行っていくことで実施率の向上を図った。
○特定健診実施医療機関に対し特定保健指導対象者への
利用勧奨の依頼や特定保健指導実施機関を増やす等の取
組を検討した。
○特定保健指導について、対象者の勤務等の都合により、
日中の時間帯に利用できないかたのために、平日８時前や
１８時以降、土日の実施等、利用しやすい環境を整えるとと
もに、市民にわかりやすい案内を継続して行った。
○税務部国保医療年金課と浪岡振興部健康福祉課との年
4回の評価会等で連携を強化、また、保健指導のスキルアッ
プのため事例検討会を実施しながら、特定健康診査・特定
保健指導の進捗を管理した。

【産婦の訪問指導】
○全ての産婦を対象に訪問指導を実施し、支援が必要な産
婦の心のケアを行った。

令和2年度と比較し、産婦の訪問指導実施率は減少し
た。新型コロナウイルス感染症の発生状況等により、訪
問指導を辞退されるかたに対しては、電話で状況確認
をし、必要な相談対応を行った。産婦は、産後うつ等精
神的に不安定な状態になりやすいことから、引き続き継
続した取組が必要である。
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